
水道事業の課題と解決に向けた
実現方策について

湯沢市 建設部 上下水道課
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１.市の新たな水道ビジョンの策定に向けて
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水道事業の現状と課題の整理
・水道施設及び事業経営に関する現状と課題

水道の理想像と目標設定
・50年、100年先を見据えた水道の理想像の設定

推進する実現方策
・目標を達成するための推進すべき具体的施策の設定

新たな水道ビジョンの策定

第３回懇談会



国で示した「新水道ビジョン」に基づき
市の課題を｢安全｣｢強靭｣｢持続｣に分類します
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『持続』『強靭』『安全』

水道事業の課題

２.水道事業の課題の整理
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『安全』の課題

1_災害時に迅速な対応が求められるため、施設監視体制の改善が必要である

2_天候により取水量や浄水処理に影響を受けやすい施設がある

3_どこでも安全で安定した飲料水が求められている

4_いかなる水質の変化についても、安全を確保する必要がある

～安全・強靭・持続それぞれの課題～

２.水道事業の課題の整理
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『強靭』の課題

1_災害に強い施設が求められている

2_老朽化が進行している施設及び管路を抱えている

4_災害時でも水の安定供給を図るため、成瀬ダムの利水を有効活用する必要がある

5_停電時等の非常用の備えが十分でない施設がある

3_災害時に、迅速かつ柔軟な対応が求められている

～安全・強靭・持続それぞれの課題～

２.水道事業の課題の整理
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『持続』の課題

1_水需要の減少に伴い、施設能力等の余剰による非効率化が進行している

2_将来の人口減少を考慮した、より一層の健全な経営が求められている

3_集中的に整備された施設や管路が、一斉に老朽化を迎える

4_将来の事業運営や施設維持管理が懸念される

5_業務が多様化する中で、さらなる合理化が求められている

～安全・強靭・持続それぞれの課題～

２.水道事業の課題の整理
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３.湯沢市水道事業の将来像

湯沢市『水道ビジョン』における
基本理念と基本方針を以下のとおりとします

【基本方針】

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道 「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

基本理念
未来へつなぐ 安心安全な

湯沢のおいしい水道水

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

未来へつなぐ 安心安全な

湯沢のおいしい水道水

基本理念
・湯沢の水が「安全」で「お
いしい」とＰＲしてほしい

・施設のレベルを上げていた
だき「いつでも」水が「安定
供給」可能な環境を

・「災害時対応」「危機管
理」に対応してほしい

・「いつまでも」「安定した
供給」ができることが必要

これまで委員の皆様から
いただいたご意見
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４.施策の体系
～課題解決に向けた施策目標及び実現方策について～

 ③ アセットマネジメントの実践 Ⅱ 経営基盤強化

 ② 経営健全化に向けた財源の確保

 ④ 広域連携への取組み

 Ⅰ 施設の効率化  ① 更新にあわせた施設規模の適正化

 Ⅲ 業務の効率化  ⑤ 人材育成と民間活用

 Ⅰ 水道施設の強靭化  ① 施設、管路の耐震化

 Ⅲ 危機管理体制の強化

 ③ 危機管理体制の充実（中央監視システムの改善）

 Ⅱ 水道施設の健全化

 ③ 未普及地域への対応

 ⑤ 非常用発電装置の整備と電気式制御弁の改善

 ④ 成瀬ダム利水を活用した取水、浄水施設の整備

 ② 施設、管路の計画的な更新

 Ⅲ 水質の安全確保  ④ 浄水処理施設の改善

 Ⅰ 監視体制の機能強化  ① 中央監視システムの改善

 Ⅱ 安全で安定した水の供給
 ② 水道施設の統廃合

基本方針 施策目標 実現方策

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道
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５.重点的な実現方策
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監視体制の統一を図り、平常時の安定と災害時にも迅速

に対応できる効率的な監視システムの整備を進めます

①中央監視システムの改善

監視体制の機能強化【施策目標Ⅰ】 「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

湯沢管理事務所

中央監視システム
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③未普及地域への対応

②水道施設の統廃合

安全で安定した水の供給【施策目標Ⅱ】

安全な飲料水の確保については、未普及地域の解消と

地域の実情に応じた支援の検討を進めていきます

統廃合を行い、水の安定供給を図ります

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道
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水質の安全確保【施策目標Ⅲ】

④浄水処理施設の改善

クリプトスポリジウム等への対策として、紫外線照射装

置等の計画的な整備を進めていきます

紫外線照射装置
イメージ図 1※クリプトスポリジウムとは

塩素に対して極めて強い耐性
がある寄生性原虫のことです。
本市ではこれまで、クリプト

スポリジウム等が検出されたこ
とはありませんが、対策の一つ
として紫外線を照射することが
有効であると厚生労働省が示め
しています。

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道
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①施設、管路の耐震化

水道施設の強靭化【施策目標Ⅰ】

平成25年度 秋田県地震被害想定調査

施設及び管路の更新に合わせ耐震化を進めます

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

※秋田県及び全国平均は、令和２年度厚生労働省「水道事業における耐震化の状況」から引用

※秋田県及び全国平均は、令和元年度日本水道協会水道統計から引用

施設全体の耐震化率 27%

秋田県平均 全国平均

41% 61%

39% 47%

湯　沢　市

配水池の耐震化率 25%

浄水施設の耐震化率 29% 38% 38%

基幹管路の耐震化率 27% 19% 27%

湯　沢　市 秋田県平均 全国平均

管路全体の耐震化率 38% 16% 18%

一般管路の耐震化率 46% 14% 16%
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関口配水池 稲川第１浄水場

関口配水池の更新 稲川浄水場
機械設備の更新

水道施設の健全化【施策目標Ⅱ】

②施設、管路の計画的な更新

老朽化した施設及び管路について、財源確保に努め、

計画的に更新を進めます

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道
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危機管理体制の強化【施策目標Ⅲ】

実践的な訓練の実施や、経験等を反映させた危機管理マ

ニュアルの改善により、強靭な危機管理体制を構築します

③危機管理体制の充実

北東北給水訓練
(R4年、秋田県横手市)

上下水道課
給水訓練

災害時にも迅速に対応できる効率的

な監視システムの整備を進めます

湯沢管理事務所

中央監視システム

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道
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岩崎浄水場

膜ろ過施設

危機管理体制の強化【施策目標Ⅲ】

④成瀬ダム利水を活用した取水、浄水施設の整備

災害時でも一定の給水が確保できるよ

う施設の強靭化を図ります

⑤非常用発電装置の整備と電気式制御弁の改善

岩崎水源
（成瀬ダム利水）

関口水源

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

イメージ写真
関口浄水場

非常用発電装置

岩崎浄水場
膜ろ過施設
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施設の効率化【施策目標Ⅰ】

①更新にあわせた施設規模の適正化

更新時期を迎える施設及び管路についてはダウンサイ

ジングの検討を行い、適正規模による更新を進めます

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

一日最大配水量及び一日平均配水量と施設利用率の見通し 
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一
日
最
大
配
水
量
及
び 

一
日
平
均
配
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施
設
利
用
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経営基盤強化【施策目標Ⅱ】

②経営健全化に向けた財源の確保

・交付金、補助金の活用 ・企業債の計画的な発行

・一般会計繰入金の確保 ・料金収入の収納率維持

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

料金体系の継続的な見直し

経営の効率化と経費削減
に努めながら、適正な料金
体系へ継続的な見直しが必
要です

一日平均給水量及び一日最大給水量と給水収益の見通し 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水収益 

約７億円(R5)→約５億円(R44) 

約 29％減少 

給
水
収
益 

一
日
平
均
給
水
量
及
び 

一
日
最
大
給
水
量 

さまざまな取り組みにより経営基盤の強化を進めます



19

③アセットマネジメントの実践

経営基盤強化【施策目標Ⅱ】

 

         平準化した資産の更新需要の例 

 

 

 

 

 

 

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

将来における施設全体の更新需要を把握し、重要度や優先度に
応じた計画的な更新により事業費の平準化を図り、効率的な管
理運営を行います
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経営基盤強化【施策目標Ⅱ】

④広域連携への取組み

広域連携のメリット・デメリットのほか、事業効果等

を検証しながら関係機関との協議を進めていきます

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

広域化した場合の
イメージ(水道橋)
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⑤人材育成と民間活用

①水道施設等運転管理業務（施設の運転管理・水質検査等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②料金徴収等業務（窓口業務・開閉栓業務・検針・竣工検査・量水器交換等） 

 

 

 

 

 

 

年代別技術系職員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　【年代別技術職員の推移】
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　　【年代別技術職員の推移】

【課所別箇所別職員配置状況】

0

5

10

15

20

25

30

35

40

平成29年度令和３年度令和５年度令和10年度

18～20歳

21～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56～60歳

37人

28人
27人

24人

②料金徴収等業務
(窓口・開閉栓・検針等業務)

①水道施設等運転管理業務
(施設の運転管理・水質管理等)

業務の効率化【施策目標Ⅲ】

職員の能力向上に努めるとともに、業務の効率化を図る

ため、民間委託の拡充を進めていきます

「安全」
いつでもどこでもおい

しい水が飲める水道

「強靭」
しなやかで

災害に強い水道

「持続」
いつまでも健全で

安定した水道

※定年退職による減員を見込んだ推移となります
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事業スケジュール（案）

強
靭

 Ⅰ 水道施設の強靭化  ① 施設、管路の耐震化

 Ⅲ 危機管理体制の強化  ④ 成瀬ダム利水を活用した取水、浄水施設の整備

持
続

 Ⅰ 施設の効率化  ① 更新にあわせた施設規模の適正化

 Ⅱ 経営基盤強化

 ② 経営健全化に向けた財源の確保

 ④ 広域連携への取組み

 Ⅲ  業務の効率化  ⑤ 人材育成と民間活用

 ③ アセットマネジメントの実践

 ⑤ 非常用発電装置の整備と電気式制御弁の改善

 ③ 危機管理体制の充実（中央監視システムの改善）

 Ⅱ 水道施設の健全化  ② 施設、管路の計画的な更新

 ③ 未普及地域への対応

安
全

 Ⅰ 監視体制の機能強化  ① 中央監視システムの改善

 Ⅲ 水質の安全確保  ④ 浄水処理施設の改善

 Ⅱ 安全で安定した水の供給

 ② 水道施設の統廃合

施策目標 実現方策

事業スケジュール
（令和5年度から令和14年度）

前期 後期

湯沢上水道･高松及び三ツ村簡水、羽場簡水･

クリプト対策

岩崎浄水場

稲川上水道区域
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上下水道事業懇談会のスケジュールについて

① Ｒ４年６月28日(火) 策定の趣旨、課題と目指すべき方向性

② Ｒ４年７月28日(木) 水道施設の現場視察、意見交換

③ Ｒ４年８月30日(火) 「水道事業の課題と解決に向けた実現方策について」の意見交換

④ Ｒ４年９月下旬予定 「新たな水道ビジョン素案」について意見交換

月

8 9 106 7

懇
談
会

① ② ③ ④

事
務
局
作
業

月月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

議
会

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

4

R

4

5 12 1

R

5

11 2 3

懇談会の意見を活用し

新たな「水道ビジョン

（案）」をまとめる。

新
た
な
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

第1回

〇座長・副座長互選

〇趣旨・策定について

第3回
〇課題の整理
と実現方策
〇意見交換

第2回

〇現場視察

〇意見交換

第4回

〇素案

〇意見交換


